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１. 第 8 回協議会の結果 

 

（1）日時 

平成 17 年 11 月 27 日（日） 13：00～16：00 

（2）会場 

国民宿舎水郷 多目的大ホール 

（3）議事 

(1) 開会 

(2) 第 7 回協議会の結果 

(3) 自然再生全体構想（案）について 

(4) 実施計画の進め方について 

(5) 国土交通省が実施者として実施する主な業務内容の考え方（案）について 

(6) 今後の進め方 

・自然再生協議会全体スケジュール 

・第 9回協議会の進め方（案） 

(5）閉会 

 

（4）議事要旨 

 1.自然再生全体構想（案）について 

① 水位管理は、霞ヶ浦の大きな変化の一つであるので、はじめにの文言に取り  

込む。 

② 自然再生全体構想（案）を「はじめに」の文言に修正を加え、了承する。 

 2. 実施計画の進め方について 

① 実施したい事業内容をアンケートで募集し、回答を事務局でグルーピングし、

次回協議会に提示する。 

 3. 国土交通省が実施者として実施する主な事業内容の考え方（案）について 

① 事務局は、実施者になろうとする委員の要望に応じ、国土交通省所有の平面

図、地形図を提供する。 

② 国土交通省は、対象となる範囲の横断測量を実施し、成果を来年度提示する。 

 4. 今後の進め方 

① 次回第 9回協議会は、1/29(日)に開催する。 

② 次回協議会では、各委員から提案された事業内容を事務局がとりまとめ、各事

業を実施する上での課題や、グルーピングが妥当かどうか等を協議会で協議す

る。 

③ 霞ヶ浦河川事務所がＡ区間、Ｂ区間で考える事業内容を提示し、協議会で協議 

する。 

④ 飯島委員の提案について、その取り扱いを次回以降の協議会において意見を伺

う。 

 

 

 

（5）参加者 

◆協議会委員 

所属等 参加人数 

専門家  3 名

団体 7 名公募委員 

個人 22 名
29 名

茨城県 9 名

土浦市 1 名

地方公共団体 

かすみがうら市 1 名

11 名

国土交通省 霞ヶ浦河川事務所 1 名関係行政機関 

独立行政法人水資源機構 利根川下流総合管理所 1名
2 名

合計 45 名

 

◆その他 

所属等 参加人数 

傍聴者 一般、マスコミ 8 名

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８回協議会の様子 
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２．実施計画の進め方について 

 
○今後の自然再生実施計画の進め方（案） 

   ・当地区での自然再生実施計画の進め方（案）を以下のフローに示しました。 

   ・個別実施計画の案の策定にあたっては、事業の目的・内容等を、策定作業を進める前に協議会に諮

り（全体構想との整合を確認）、同意を得ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自然再生協議会】 
国の実施計画の案についての協議 

助 言 

送 付 主務大臣及び 
都道府県知事 

実施計画策定 

【自然再生協議会】 
各実施者の実施計画の案を協議 

自然再生事業の実施 

霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区での実施計画検討の進め方フロー 

実施計画策定 

各実施者による実施計画の案 
【実施者：専門家、公募委員（団体、個人）、国、県、市】 
各実施者が、全体構想に基づき、実施計画の案を作成 

  計 画 立 案  

及 び協議  
施 工  環 境管理  

環 境モニ

タリング  
環 境学習  広 報活動

専門家  ○  ○  ○  ○  ○   

団 体  ○  ○  ○  ○  ○  ○  
公
募

委
員

個人  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

国 土交通省  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

水 資源機構  ○  ○  ○   ○   

茨 城 県  ○     ○  ○  

土 浦 市  ○   ○   ○  ○  

行 

政 

かすみ  

が うら市  
○   ○   ○  ○  

 

事業の目的・内容等を

協議会に諮り、同意を

得られた後に進める。 

助 言 

送 付 主務大臣及び 
都道府県知事 
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３．各委員からの事業内容の提案について 

○自然再生事業の事業内容に関するアンケート結果要旨（対象とする区間で分類） 
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○事業提案位置図（対象となる区域で区間を限定して提案のあったもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A,B 区間 

・矢板および消波工は、水辺空間が湖内と連続性を保つよ

うにする。(Ⅰ-2),b 

･施工の細部を分担(Ⅱ-1),b 
･環境管理を行い施工の効果を確認(Ⅲ-1),b 

･計画立案した事項をモニタリング(Ⅳ-1),c 

･施工の細部を分担(Ⅱ-1),b 

B 区間 

･霞ヶ浦固有の沈水植物群落のセーフサイトとして活用。

(Ⅰ-5),b 

・土壌シードバンクから再生させた水生植物を維持できる

場所を確保。(Ⅰ-8),a 

･現在の堤防に水門を設けて湖水の流入を制限し、雨水等

で涵養、透明度の高い水を維持。(Ⅰ-9),a 

･田村池の浚渫土を除去し、湖水を入れて「内湖」のような

水場を創る。(Ⅱ-2),c 

H 区間 

･Ｈ区間では”堤外地ビオトープ”と”泳げる砂浜”を整備す

る。（環境センターと連携）(Ⅰ-15),c 

I 区間 

・船着場の整備(Ⅰ-16),c 

D～F区間 

･矢板の前面に栗石で積み上げて直立な護岸を直す（D,F

区間）(Ⅱ-3),b 
･波の力で、軟らかい花崗岩が砕け前浜の砂になる実験

(Ⅱ-4),b 

F 区間 

･強風を見せる小屋を堤防際に設置(Ⅴ-1),c 

G～I 区間 

･既存砂浜の拡大が可能か検討（G、I）(Ⅱ-17),c 

F,G 区間 

・湖水浴場を目ざした、水遊び場及び魚とり場の造成。

(Ⅰ-10),c 

･残存杭の強度調査(Ⅱ-5),c 

･散乱した粗朶木を取り除く(Ⅱ-6),c 

･岩石等による消波堤(Ⅱ-7) ,c 

･消波堤と湖岸域に砂を埋設(Ⅱ-8),c 

･休憩施設設置(Ⅱ-9),c 

･漂砂、流向、水質、動植物の調査を施工前、施工後に実

施(Ⅲ-2),c 

･清掃管理のモデル地区を設置（F,G 地区）,(Ⅲ-3),c 

【凡 例】「提案したい事業内容の取り組みの主体」についての回答 
ａ：あなた自身もしくは所属団体が主体的に取り組める事業内容 
ｂ：あなた自身もしくは所属団体が他の委員と連携して取り組みたい事業内容 
ｃ：あなた自身もしくは所属団体としては取り組めないが実施して欲しい事業内容 
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4.霞ヶ浦河川事務所の実施計画（Ａ区間、Ｂ区間）の内容ついて 

（１）Ａ区間の施工計画の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約７０cm

約2.4m

約1.1m

約1.3m

１）Ａ区間の現状 

地盤面 

・浚渫処理ヤード南側（沖側より）

① 

② 

① 

② 

水深 

写真①,②は、平成 18 年 1月 12 日、写真③～⑤は平成 16 年 5月 25 日撮影。

④ 

⑤ ③ 

・浚渫処理ヤード北側 

・浚渫処理ヤード沖側 ・浚渫処理ヤード南側

④ ⑤ 

③ 

・処理ヤードの南側にある既存の植生帯と湖岸地形（砂浜） 

②-1 ②-2 

②-1 ②-2 



                                                                             －第９回協議会資料－ 2006.1.29 

 

7
 

２）施工の目的                         ３）平面図及び横断図 

                      

 

 

撤 去 

○矢板部分拡大横断図（Ａ－Ａ’） 

 

※水位のラインは、上から順に平成８年４月～平成１７年１２月の出島観測所における日平均水位の最大値、中央値、最小値を示す。 

○Ａ区間の施工の目的 
・陸地（浚渫処理ヤード）と水域が矢板で遮断され、単調で直線的な

水際となっているため、水域との連続性を持つ水辺空間を再生する。 
・自然の力を借りながら、ワンド状の複雑な湖岸地形を形成し、多様

な動植物が生息・生育する湖岸帯の再生を図る。 
・ワンド状の地形と湖岸植生は、コイ・フナ類の産卵場としての利用

を期待する。 

浚渫土の撤去 矢板撤去 

○Ａ－Ａ’横断面図 

浚渫土の撤去 

矢板の撤去 

緩傾斜の水辺を創出 

矢板撤去箇所 

矢板撤去箇所 

鋼 矢 板

現 況 

平成８年４月～平成１７年１２月の出島観測所における日平均水位の変動幅 

水位凡例 

最大値 Y.P.+2.22m 

90%値 Y.P.+1.24m 

中央値 Y.P.+1.12m 

10%値 Y.P.+1.05m 

最小値 Y.P.+0.72m 

Y.P.+1.17m  75%値 

Y.P.+1.08m  25%値 

最大値 

中央値 

最小値 
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４）施工の進め方 

○Ａ区間の施工の進め方フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.矢板の一部撤去（模式図①） 

モニタリング実施 

・地形変化、植生等、必要なモニタリングを実施する。 

2. 更に矢板を撤去（模式図②） 

・地形変化等のモニタリングを実施しながら、矢板撤去箇所・延長を増やし、

連続した緩傾斜の水辺を創出されることを目指す。 

モニタリング実施 

・地形変化、植生等、必要なモニタリングを実施する。 

・地形や植生の状況

をモニタリング

し、自然の推移を

見ながら順応的

に施工を進める。

・モニタリングの結

果を元に、必要に

応じて対策を検

討する。 

○事前調査 

①地形測量：地形の変化を把握するためヤード及び湖岸の地形を測量する。 

②植生調査：植生の変化を把握するためヤード内の植生を調査する。 

③ボーリング調査：矢板撤去箇所のシルト等の分布を把握するため土壌を調査する。 

④底質調査：底質の変化を把握するため、湖岸の底質の粒径を調べる。 

⑤魚類産卵場調査：現況の周辺湖岸における産卵場としての利用状況を調べる。 

⑥ゴミ分布調査：ヤード内の不法投棄ゴミの実態を調査する。 

○Ａ区間施工手順模式図 

・・・・・・・・・・・・

矢板を数枚撤去
・陸域と水域に連続性を持たせるため、浚渫処理ヤードの矢板を数ヶ所撤去する。 

・シルト質の土砂は、予め撤去する。 

・矢板を一部撤去することで土砂が流出し、緩傾斜の水辺が創出されることを目指す。

○配慮事項 

①ワカサギ・シラウオの産卵環境への配慮 

・ワカサギ、シラウオの産卵場となっている砂地について、モニタリングを行いながら段階的

に矢板を撤去する。 

②ゴミ不法投棄への配慮 

・浚渫処理ヤードへのゴミ不法投棄を防ぐため、現状の投棄場所を調査し、車の進入防止策等

の対策を行う。 

 
・ワンド状の止水域、水際の砂浜が創出される。 

①矢板の一部撤去 

霞ヶ浦 

浚渫処理 
ヤード

○Ａ区間の予想される姿 
・浚渫処理ヤードの南側に見られる変化のある湖岸植生と湖岸地形（砂

浜）を、浚渫処理ヤード部分に再生することを目指す。 

②更に矢板を撤去 
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（２）Ｂ区間の施工計画の内容 

１）Ｂ区間の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

⑤ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

写真は、平成 16 年 5 月 25 日撮影。 

 

・浚渫処理ヤード全景 (南側より) 

・浚渫処理ヤード前面の植生帯(南側より) 

・浚渫処理ヤード全景前面の植生帯(北側より) 

・Ａ区間とＢ区間の間の植生帯 

・浚渫処理ヤード全景 (北側より) 

Ｂ ④ 
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２）施工の目的                   ３）平面図及び横断図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○Ｂ区間の施工の目的 
・現在の浚渫処理ヤードを利用し、霞ヶ浦と連続した水

辺空間（湖内湖）を再生する。 

・またまとまった面積（約 3ha）を活かし、多様な水域、

陸域の地形を形成して多様な動植物が生息・生育する

湿地環境を再生する。 

・心が癒され安らげる、湖岸景観を再生する。 

○Ｂ区間の現状（浚渫処理ヤード） 

 

写真は、平成 18 年 1 月 12 日撮影 

湿地状の環境 

ヤード内の掘削 
新堤の設置(緩傾斜堤） 

現堤防を開削 

ヤード内の掘削 

ヤード内の掘削 新 堤 現堤防を開削 

新 堤 ○B－２横断面図 

○B－１横断面図 

蓮田 

蓮田 

対象となる区域 

対象となる区域 

※水位のラインは、上から順に平成８年４月～平成１７年１２月の出島観測所における日平均水位の最大値、中央値、最小値を示す。 

平成８年４月～平成１７年１２月の出島観測所における日平均水位の変動幅 

水位凡例 

最大値 Y.P.+2.22m 

90%値 Y.P.+1.24m 

中央値 Y.P.+1.12m 

10%値 Y.P.+1.05m 

最小値 Y.P.+0.72m 

Y.P.+1.17m  75%値 

Y.P.+1.08m  25%値 

最大値 

中央値 

最小値 

最大値 

中央値 

最小値 



                                                                             －第９回協議会資料－ 2006.1.29 

 

11

新 堤 

現堤防を開削 

ヤード内の掘削 

堤防 浚渫処理ヤード 

対象となる区域 ○B－１ 高さ方向拡大横断面図 

0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 20 

(Y.P) 

-1.0 

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

▽最大値 Y.P.+2.22m 

▽中央値 Y.P.+1.12m 

▽最小値 Y.P.+0.72m 

新 堤 

堤防 浚渫処理ヤード 

対象となる区域 

ヤード内の掘削 植生 

○B－２ 高さ方向拡大横断面図 

0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 20 

(Y.P) 

-1.0 

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

▽最大値 Y.P.+2.22m 

▽中央値 Y.P.+1.12m 

▽最小値 Y.P.+0.72m 

※水位のラインは、上から順に平成８年４月～平成１７年１２月の出島観測所における日平均水位の最大値、中央値、最小値を示す。 

平成８年４月～平成１７年１２月の出島観測所における日平均水位の変動幅 

水位凡例

最大値 Y.P.+2.22m 

90%値 Y.P.+1.24m 

中央値 Y.P.+1.12m 

10%値 Y.P.+1.05m 

最小値 Y.P.+0.72m 

Y.P.+1.17m  75%値 

Y.P.+1.08m  25%値 
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４）施工の進め方 

○Ｂ区間の施工の進め方フロー 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新堤の設置 

現堤防の一部開削 

ヤード内の一部掘削

浚渫処理ヤード内に一部殻が混入している。→事前に撤去 

・地形や植生の状況をモニタリングし、

自然の推移を見ながら順応的に施工を

進める。 

2.新堤の設置（模式図②） 

3.現堤防の一部を開削（模式図③） 

・新堤防は、浚渫処理ヤードの官民境界沿いに緩傾斜堤防とする。 

・現堤防の一部を開削し水域との連続性を確保する。 

・開削箇所は、両サイドの現存植生に配慮しながら施工する。 

4.ヤード内の一部を掘削し、霞ヶ浦と連続した水面を形成（模式図④） 

・湖と連続した水面を造る。また、水位低下時にも水面が保たれるような深場を造る。 

・雨水による水面を造る。 

モニタリング実施 

・地形、植生等の状況をモニタリングしながら、必要に応じ湿地環境の造成を行う。

○配慮事項 

①湖内湖の水質悪化への配慮 

・湖内湖は水の循環が少なくなると予想されるため、水質の悪化を防ぐ方策を検討 

 する。 

②掘削土砂処分への配慮 

・ヤード内の掘削土砂は、新堤の材料に使う等、できるだけ施工地内で再利用でき

るように造成計画を検討する。 

③堤内地への地下水浸透への配慮 

・現堤防の矢板撤去による堤内地への地下水浸透を防ぐための対策方法を検討する。

④ワカサギ・シラウオの産卵環境への配慮 A 区間と同じ 

⑤ゴミ不法投棄への配慮 A 区間と同じ 

1.コンクリート殻撤去（模式図①） 

・浚渫処理ヤード内にコンクリート殻が混入しているので、事前に撤去する。

○事前調査 

①地形測量：地形の変化を把握するためヤード及び湖岸の地形を測量する。 

②植生調査：植生の変化を把握するためヤード内の植生を細かく調査する。 

③土壌調査：ヤード内にコンクリート殻等が含まれていないか、再利用可能か土質を調査する。 

④底質調査：底質の変化を把握するため、湖岸の底質の粒径を調べる。 

⑤魚類産卵場調査：現況の周辺湖岸における産卵場としての利用状況を調べる。 

⑥ゴミ分布調査：ヤード内の不法投棄ゴミの実態を調査する。 
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○Ｂ区間施工手順模式図 

既存植生 

コンクリート殻撤去 

①コンクリート殻撤去 ②新堤の設置 

新堤の設置 

③現堤防の一部を開削 

現堤防の開削 

④ヤード内の一部を掘削し、霞ヶ浦と連続した水面を形成 

ヤード内の掘削 

○Ｂ区間の予想される姿 
・霞ヶ浦と連続した水域から陸域ま

での地形と、動植物の生息・生育

環境を、浚渫処理ヤード（田村池）

に再生することを目指す。 
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５. 今後の進め方 

（1）自然再生協議会全体スケジュール 

 
年 度            スケジュール              備 考      

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）第 10 回協議会の進め方（案） 

     ○第 9回協議会で出された意見を踏まえ、国土交通省の実施計画（Ａ，Ｂ区間）の

案について協議する。 

     ○Ａ，Ｂ区間以外の実施計画の内容について協議する。 

      

 

（3）委員の任期満了に伴う設置要綱の改正（案）と委員の募集について 

  1) 設置要綱の改正（案）について【資料３参照】 

○設置要綱第 6 条 3 項により、協議会設立時に委員であったものの任期が、平成 18

年 3 月 31 日で満了するため、第 6条 3項を以下のように改正する（事務局案）。 

 

現）第 6条 3項 

「委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。ただし、協議会の設立時に委員で

あった者の任期については、この要綱を定める日から平成 18 年 3 月 31 日まで

とする。」 

 

改正案）第 6条 3項 

「委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。」 

 

 

2) 委員の募集について 

○委員の任期満了に伴い公募委員を、一般市民やＮＰＯ等の代表者の方々から、

霞ヶ浦河川事務所のホームページ上等で募集する。 

○現委員の方々についても、再度応募して頂く。 

○募集期間、応募方法等については、事務局から別途広報する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第１回協議会（１０月３１日） 
・ 自然再生協議会設置要綱の承認 
・ 途中参加委員の了承・会長・副会長の選出 
・ 第 2回協議会の進め方について 

第２回協議会（１２月１１日） 

・全体構想策定に向けた意見の抽出 
自然再生の目標像について 

 

第４回協議会 （３月２１日） 
・自然再生目標(修正案)、事業内容（素案）、 
役割分担（素案）の協議         

現地見学会 

・１１月１０日

・１１月１８日

事業の実施・維持管理・モニタリング調査等 
（平成１８年度～） 

第３回協議会 （１月２２日） 
・第２回協議会での意見のまとめ 
・自然再生目標(案)の協議 

第５回協議会 （５月２１日）
・自然再生全体構想（素案）の協議 

自然再生目標(修正案)、事業内容（素案） 
役割分担（素案）            

第７回協議会 （１０月２日） 
・自然再生全体構想の協議          

平 

成 

16 

年 

度 

平 

成 

17 

年 

度 

霞ヶ浦環境科学センター開所 

（平成１７年４月２２日） 

第６回協議会 （７月２３日）
・自然再生全体構想原案の検討 

霞ヶ浦（西浦中岸）の湖岸環

境に関する勉強会，懇談会 
・ ７月８日 （第 1回） 

・ ９月１１日（第２回） 

・１１月１３日（第３回） 

第８回協議会 （１１月２７日） 
・自然再生実施計画の内容の協議       

第９回協議会 （１月２９日） 
・自然再生実施計画の内容の協議      

第１０回協議会 （ 月  日） 
・自然再生実施計画の案の協議        

平 

成 

18 

年 

度 

以 

降 
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自然再生事業の事業内容に関するアンケート 

１．アンケートの主旨 

 今回のアンケートは、これまでの協議会での協議内容、自然再生全体構想の策定を踏まえて、各委員が実

施者となり主体的に取り組める事業内容、各委員が実施者となり他の委員との連携を図るこで可能となる事

業内容、各委員が実施者になれないけれども実施して欲しい事業内容をどの場所（区間）で実施していきた

いかをご提案頂くものです。 

 

 

 

 

 

２．回答の方法 

 以下３点を回答用紙にご記入下さい。 

①役割分担項目。（計画立案及び協議、施工、環境管理、環境モニタリング、環境学習、広報活動を選択

し、それぞれの回答用紙に記入〕  

②対象となる区域のどこで行うか。（第８回協議会で試案として提示した平面図のＡ区間からＩ区間の区

分を回答に用いて下さい。） 

 ③－１）提案したい事業内容の取り組みの主体。取り組みの主体は、以下の a、ｂ、ｃから選択。 

 ａ）あなた自身もしくは所属団体が主体的に取り組める事業内容 

    ｂ）あなた自身もしくは所属団体が他の委員と連携して取り組みたい事業内容 

    ｃ）あなた自身もしくは所属団体としては取り組めないが実施して欲しい事業内容 

③－２）具体的な事業内容の提案。 

 

【ご回答例－１】 

  ①   ：施工（※回答用紙を選択） 

  ②   ：Ｅ区間 

  ③－１）：ｂ （※選択式） 

  ③－２）：Ｅ区間の湖内において川砂を既存の植生帯前面に投入し、『自然の波の力』を利用して前浜

の施工を計画したい。川砂の投入にあたっては、各委員の協力を得つつ手作業で行いたい。

【ご回答例－２】  

  ①   ：環境管理（※回答用紙を選択） 

  ②   ：Ａ～Ｉ地区間 

  ③－１）：ａ （※選択式） 

③－２）：Ａ区間からＩ区間の水際から川裏の対象となる区域までの範囲において、ゴミの収集・分別

を実施したい。実施する頻度は、月に１回程度の活動としたい。 

【ご回答例－３】  

  ①   ：環境管理（※回答用紙を選択） 

  ②   ：Ａ～Ｉ地区間 

  ③－１）：ｃ （※選択式） 

③－２）：ゴミの処分については、各自治体と連携して処理をお願いしたい。 

 

３．回答にあたっての留意事項 

 ※回答の際には、第 8回協議会で配布した対象となる区域に関する資料や、同封致しました「役割分 

   担に関する過去のアンケート結果」、「事業内容についてこれまでに出された委員のアイデア」もご 

     参考にして下さい。 

 

４．今後の進め方 

 ○ご回答頂いた提案内容は、事務局でグルーピングし、次回協議会で提示します。 

 ○次回協議会では、各委員から提案された事業内容を事務局が提示し、当該地区での事業が図れるかを協議

します。また、霞ヶ浦河川事務所がＡ区間、Ｂ区間で考える事業内容を提示し、協議会で協議します。

＜参考：前回のアンケートとの違い＞ 
 前回のアンケートでは、各委員が自然再生全体構想に基づき対象となる区域における事業の役割分担につ

いて、分担項目の施工、環境管理、環境モニタリング、環境学習、広報活動、その他の中から主に分担でき

る項目を選定し、分担できる事業への取り組み、事業のイメージをアンケートで回答頂きました。 

◆お問い合わせ・郵送先 

霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生協議会運営事務局 国土交通省 霞ヶ浦河川事務所調査課 

〒350-1124 茨城県潮来市潮来３５１０ 電話 0299-63-2415  FAX 0299-63-2495 

自然再生事業の事業内容に関するアンケート回答用紙〔計画立案及び協議〕

氏 名  団体名  
 

質 問 内 容 回 答 欄 

①役割分担項目 〔計画立案及び協議〕に関する回答用紙になります。 

②対象となる区域のどこで行

うか。 

【         】区間 

（※第８回協議会で試案として提示した平面図のＡ～Ｉ区間の区分を用い回答） 

 

③－１）提案したい事業内容

の取り組みの主体 

※取り組みの主体は、以下の３つから選択し、いずれかに○をつける。

ａ）あなた自身もしくは所属団体が主体的に取り組める事業内容 

ｂ）あなた自身もしくは所属団体が他の委員と連携して取り組みたい

事業内容 

ｃ）あなた自身もしくは所属団体としては取り組めないが実施して欲

しい事業内容 

③－２）具体的な事業内容の

提案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
6．参考資料  
（１）自然再生事業の内容に関するアンケート用紙 

 

 

※以下の「計画立案及び協議」の回答用紙と合わせて、「施工」・「環境管理」・「環境モニタリング」・

「環境学習」・「広報活動」の各役割分担項目についても回答用紙を配布しております。 
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（２）自然再生事業の事業内容に関するアンケート回答（原文）【回答１７名（専門家２名、公募委員１４名、行政１名）】 
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（３）自然再生事業の事業内容に関するアンケート回答（役割分担ごとに集計） 
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